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横浜市保土ケ谷区川辺町 2番地 2パイロットハウス 103
特定非営利活動法人WE21ジ ャパン・ほどがや

会社法人等番号 0200-05-004018

名 称 特定非営利活動法人ウィ二十一ジャパンほどが

や
一

特定非営利活動法人WE21ジ ャパン・ほどが

や

平成 18年  9月 13日 変更

平成 19年  7月  2日登記

主たる事務所 横浜市保土ケ谷区川辺町2-2番地パイロット
ハウス103

平成 14年 3月 18日 移転

平成 14年  7月 16日登記

横浜市保土ケ谷区川辺町 2番地 2パイロットハ

ウス 103
平成 25年  1月 19日 変更

平成 25年  1月 21日登記

法人成立の年月日 平成 13年 2月 1日

目的等 目的および業務             l
l. この法人は、地域における環境保全の推進を'図 る.と [と もに、アジア各地

域の人 々の生活向上と自立に寄与すること及び地‐域住民の環境‐。人権・平

和・協力等に関する国際的な意識の自覚を図ることを目的と―する。この目

的のため、横浜市保土ケ谷区を中心に資源の リユース・ リサイタルを推進

するとともに、アジア等における環境破壊・抑圧・性差

"1・

戦禍・飢1餓 ,

貧困等により生存生活の困難にさらされている人々に対して、生活及び自

主的活動に関する物的・技術的支援と助成を進めていく。

2  この法人が行 う活動は、特定ブF営利活動促進法 (以下「法」という)が
定める次の種類のものである。

(1)環境の保全を図る活動

(2)人権の擁護または平和の推進を図る活動

(3)国際協力の活動

(4)上記の活動を行 う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助

の活動。

3  この法人は、前記の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事

業を行 う。             |
(1)資源のリユース・リサイクルを推進する事業

l12)ア ジア等における市民、とりわけ女性の生活の向上と自立のための活
1   動を支援する事業

0 地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業
(41 この法人の事業の広報普及を図る事業 |■

(5)その他、前記の目的達成に必要な事業  |‐ ■
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